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2020年 7月 1日 から 2021年 6月 30日 まで

特定非営利活動法人国際インフラパー トナーズ

1 活動方針
広く世界の人々のために、社会経済基盤施設 (イ ンフラス トラクチャー)の整備・管理に関する

を内外の関係者と協力連携して行い、開発途上国等の国土整備・管理に協力することにより、

社会経済の発展を実現し、わが国の安全 0繁栄に寄与することを目的に活動する。
上記の活動方針を実現するため、各方面との交流を深め、かつ共同活動を行 うことにより効果的

を行 うように心がけた。
① 経済技術協力事業

(イ )2016年度に、ミャンマー連邦共和国バゴー地域チャウタガ地区イ トネ・クリーク橋災害復旧

を外務省の日本NGO連携無償資金協力により実施したことによつて沈下橋の有効性が評価され、
017年度 02018年度 02019年度にマグウェー地域・サガイン地域・カイン州における沈下橋の建設

技術移転事業が採択された。2020年度にもサガイン地域とカイン州でそれぞれ 1橋の建設が採択

れて着手した。
新型コロナウイルス感染症のパンデミックのため日本人スタッフは入国できなかったが、工

調に進捗した。しかし2021年 2月 の政変によつて資金を銀行から引き出して資材を入手・搬入

業員を雇用する流れが滞った。カイン州の 1橋は雨期前に完成して盛大な開通式も行われたが、

ガイン地域では雨期に入って休工のやむなきに至った。カイン州では雨季に入っても住民の往来

物資輸送が確保されるようになり、開通当初から毎日多数の トラックが通行するなど、期待以上

効果を上げている。ワークショップは 1回も開催できなかったが、サガイン地域における工事と

せて2022年 5月 までの契約延長が認められれば、その間に実施することとなる。

(口 )2019年度契約のJICA草の根協力事業パー トナー型 (201904～ 2021・ 4)を継続して実施する予

あったが、新型コロナウイルス感染症と政変によつて現地での業務を行 うことができず、国内
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継続・発展させるべく事業期間の延長を行った。
(ハ)技術交流活動、相互理解等事業に引き続き取り組んでいるが、緊急事態宣言などにより、

活動を行うに至らなかった。
②  ウェブサイ トを逐次更新して事業の広報に努めたほか、雑誌への投稿、海外事情ニュースの配信を

て世界のインフラス トラクチャー事情の理解増進に努めた。
事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業

2)その他の事業
特になし。

事業名 事 業 内 容 実 施
日 時

実 施
場 所

従事者
の人数

受益対象者
の範囲及び

人   数

事業費の金額

(千円)

(1)

開発途上国等
支援のための

経済技術協力
等事業

(イ )外務省の日本NGO運 携
無償資金協力によるサガ

イン地域 とカイン州にお
いて 2橋の沈下橋建設I
事の実施

2020.9

～2021.6

ミャンマー

ナガイ ン地

域 で 1箇
折、カイン

川で 1箇所

1,000

内日本 10

ミャンマー

)90

業務参加者と周辺の

に民、5万人以上、

間接的には560万人
74,072

(口 )JICA草の根協力事業パー

トナー型 「ミャンマー国
労働集約型簡易舗装実施

支援事業」の実施

2020.7

～2021.6
itv?-

100

内 日本 20、

ミャ ンマ ー

30

業務参加者 と簡易舗

装技術マニュアル対

象地域住民、1,500万

人 (人 口の1/4)

(2)

同、技術交流等

事業

来日技術者 との交流
2020.7

～2021.6
東京 2 1

39

(3)同 、相互

理解・友好関係

の増進事業

ウェブサイ トの逐次更新、雑
誌への投稿、海外事情ニュー

スの配信を行って世界のイン
フラス トラクチャー事情の理

解増進に努めた。

2020.7

～2021.6
東京 5 ;的 10,000 0(直営)
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79,

NGO連携無償贈与金 80,117,

83,000

146

役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

299,

199,

489,601

66,861,
39,

1,050,

463,5001

295,485
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現金預金
未収金
欄卸資産

什器備品

ソフトウェア

借地権

(3)投資その他の資産
敷金
長期貸付金
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【A】 資 産 合 計 ①+② 51,4571
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金
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(給与にかかわる源泉徴収税等)

(外務省NG

汲耳17,

100,511

5,537,120

長期借入金

退職給付引当金

40。 700」 011[合 計 0+0

■ 財 i■ 合 1‖

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 51,457,
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2020年 度 計算書類の注記

特定非営利活動法人

事 業 報 告 用

国際インフラパー トナーズ

1.重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法 人会計基準 (2010年 7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正 NPO法 人会計基準協議会)に

よっています。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品の評価方法は個別原価法を採用しています。

(2)固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は3年定額方式によっています。

(3)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスやポランティアによる役務の提供の受入は、活動計算書に計上しています。

また計上額の算定方法は、「施設の提供等の物的サービス受入の内訳」に記載しています。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.事業別損益の状況

科 日
経済技術
協力事業

4,299,550

技術交流等
等 解・ 事業部門計 管理部門計

261,000
141,000

120,000

79,000
79,000

0

合計

261,000

事業
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4,299,550 4,299,5500

66,861,786
62,651

2,720
78,980
39,218

0

0

1,050,500
0

334,703
551,300

3,000
1,050,500

50,000

0

0

14,640

128,719

295,485
551,300

3,000
0

50,000

4,867,798
5_880.557

10.748.

賛助会員受取会費

受取寄附金   |
受取寄付金 (一般)

受取寄付金 (条
.受取補助金等
.事業収益
。その他収益

受取利息

経常収益計
経常費用
人件費
給料手当

臨時雇賃金

人件費計
(2)その他経費

業務委託費
会議費
旅費・交通費
通信運搬費
消耗品費
地代家賃
租税公課

支払手数料
広告宣伝費
雑費
その他経費計

経常費用計
当期経常増減額

前期末正味財
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80,117,545
83,000

受取会費
正会員受取会費

内 容 金 額

な し

3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳



4.使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

当法人の正味財産は10,748,355円 ですが、そのうち261,232円 は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は10,487,123円 です。

5.固定資産の増減内訳

6.借入金の増減内訳

7.役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。

8 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項
・ 事業費と管理費の按分方法

業務内容に応じて按分

その他の事業に係る資産の状況

その他の事業は行っていません。

期 末 残 高 偏 考内容 期 首 残 高 当期増加額

経済技術協力等事業
にあてるとの条件付き

技術交流等事業にあ
てるとの条件付き

合計

0

261,232

16,828

300,(〕 00

16,828

38,768

既紅藍 7置目

なし

合計
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現金預金
手元現金
三菱UFJ銀行普通預金
ゆうちょ銀行振替日座
ゆうちょ銀行普通貯金
ヤンゴンCBバ ンク当座預金

未収金
51,457,366.

棚卸資産
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事業用車両

什器備品
パソコン

借地権

ソフト ェ ア

オペレーションシステム
文書編集ソフト

51,457,36G【A】 資 産 合 計 ①+②

長期借入金

退職給付引当金

未払金

連携無償事業返納予定金
(外務省NGO連携無償事業未成 二事)

【B-1】 負 債 合

ギ7~

40,709,01

10,748,

計 ③+④

100,511

5,537, 120

35,071,380

預り金
源泉徴収税
外務省NGO

未成 11事受入金

5,637,631
35,071,380

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】
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2020年 度 年間役員名簿

2020年  7月 1日 から      2021年  6月 30日 まで

特定非営利活動法人 国際インフラパー トナーズ

役 名 氏   名 就任期間 報酬を受けた

期  間

理事 中尾 忠彦
2020年 7月 1日

～2021年 6月 30日

な し

理事 朝倉 肇
2020年7月 1日

～2021年 6月 30日

な し

理事 中村 俊行
2020年7月 1日

～2021年 6月 30日

な し

理事 神長 耕二
2020年7月 1日

～2021年 6月 30日

な し

理事 神谷 周浩
2020年7月 1日

～2021年 6月 30日

な し

理事 川西 寛
2020年 7月 1日

～2021年6月 30日

な し

理事 り||オ寸  二郎
2020年 7月 1日

～2021年6月 30日

な し

理事 菊池 良介
2020年 7月 1日

～2021年6月 30日

な し

理事 長谷川 金二
2020年 7月 1日

～2021年6月 30日

な し

理事 吉兼 秀典
2020年7月 1日

～2021年 6月 30日

な し

理事 渡口 潔
2020年 7月 1日

～2021年6月 30日

な し



監事 古木 守靖
2020年7月 1日

～2020年6月 30日

な し
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社員名簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿 )

2021年 6月 30日現在

特定非営利活動法人_.厘!豊lヨ:2生!生i2上」三量:三:生___

氏   名

1
朝倉 肇

2
梶 太郎

ａ
Ｖ

神長 耕二

4 神谷 周浩

5
川西 寛

3 川村 二郎

７

・

菊池 良介

8 近藤 悟

9 中尾 忠彦

10
中村 俊行

11
長谷川 金二

12 渡口 潔


